
 

 

 

  

 

～～～～    はじめにはじめにはじめにはじめに    ～～～～    

 朝晩の冷え込みがまだまだ厳しい時期

ではありますが、会員の皆さんにおかれ

ましては、地域の環境美化に努めていた

だき、事務局一同厚く御礼申し上げます。 

 さて、「くるめクリーンパートナー」事

業が始まって３年目となる今年度も間も

なく終わろうとしておりますが、先月末

までの活動登録数は、１６７の団体・個

人となり、その人数は５，２９３人にな

りました。 

 先月の２月５日には、田主丸町、北野

町、城島町、三潴町と合併し、新久留米

市が誕生しました。面積は今までの倍近

い約２３０ｋ㎡となり、今まで以上に水

と緑のあふれる都市になりました。 

 これからもこの美しい風景や美しい街

並みを守っていくために、会員のみなさ

んをはじめ、市民の皆さんと協力しなが

ら環境美化に努めていきたいと事務局一

同新たなる気持ちで頑張っていきたいと

思いますので、みなさんもこれまでどお

りのご協力をお願いいたします。 

 

☆☆☆☆活動報告活動報告活動報告活動報告のののの時期時期時期時期ですですですです！！！！☆☆☆☆    

 「くるめクリーンパートナー」事業は、

毎年４月から３月までの年度ごとに活動 

 

を集約させ

ていただい

ております

が、今年度

も皆さんの

１年間の活

動実績をご

報告いただ

く時期がや

ってまいり

ました。 

 １年間の

活動を振り

返って、今

年度１年間の活動の実績とともに、活動

に際して、工夫されてきたこと、ご苦労

されたこと、市への要望など色々なご意

見をお聞かせいただき、来年度以降の活

動につなげていきたいと考えております。 

 提出いただく報告書について、以下の

記入方法やその他報告していただきたい

点を、ご一読の上ご記入いただき、３月

１８日（金）までに事務局

までご郵送いただきたいと

思います。 

 

☆ 活動報告書について 
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  この書類は、みなさん全員から必ず

提出していただく必要のある書類です。 

以下項目ごとに記入の方法を説明します。 

①日付 

活動報告書を記入された日付をご記

入ください。  

 

②氏名又は団体の名称・住所又は団体の

所在地 

登録していただいているものをご記

入ください。ただし、団体名や住所が

変更になっている場合には、新しいも

のをご記入ください。 

 

③活動区域 

1 年間活動をされた区域を簡潔にご

記入ください。当初届出時（合意書に

添付している活動範囲を明示した地

図）と変更がある場合には、その旨ご

記入ください。 

 

④活動内容 

Ａ 活動回数 

月ごとに何回活動されたかを記入し

ていただき、その合計数を年間の欄に

ご記入ください。なお、３月分につい

ては、活動予定回数でご記入ください。

もし提出後に回数に増減があった際に

は、後日事務局までご連絡いただけれ

ば結構です。 

 

Ｂ 1 回あたりの活動者数 

1 回の活動人数をご記入ください。回

毎にばらつきがある場合には、平均の

数字（概ねで結構です。）をご記入くだ

さい。 

  

Ｃ ボランティアごみ袋使用枚数 

年間で使用された枚数を概ねで結構

ですのでご記入ください。活動される

際にペットボトルや缶・ビン等資源物

の収集に使用された枚数も含めていた

だいて結構です。 

 

⑤意見・要望等 

活動に際してのご意見ご感想、届出

の内容に変更がある旨や市に対しての

要望等、忌憚のない意見をご自由にご

記入ください。また、消耗や破損、活

動者数の増加等で、軍手、帽子、ほう

き、ごみ袋等の清掃用具に不足が生じ

ている場合は、必要な物と必要な数を

ご記入ください（後日お届けいたしま

す。）。なお、この欄に入りきれない場

合は、別用紙若しくは裏面をご利用い

ただいて結構です。 

 

⑥その他 

代表者が代わられたところについて

は、「意見・要望欄」に新代表者の連絡

先をご記入ください。 

また、活動区域が当初合意締結時と

変更が生じている方については、後日

改めて活動区域を確認させていただき

ます。場合によっては、合意書の差し

替えの必要が生じますので、お手元に

ある「合意書」（クリーム色の厚紙）に

添付してある活動区域図（地図上に赤

で活動区域を表示したもの）をもう一

度ご確認の上、「活動区域が拡大（縮小、

変更）している」旨をご記入ください

（余白で構いません。）。 

 

 以上記入要領についてご説明しました



が、ご不明な点がありましたら、

事務局までお気軽にお

問合せください。 

なお、この報告書の内

容を基に、保険料の支

払や集計結果のみなさ

んへの報告を行います。事務局の集計作

業もありますので、前にも書きましたが、

３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでにご郵送いた

だきますよう重ねてお願いたします。  

なお、今回の活動報告書は、昨年度の

報告時に「一時休止」と記入された方に

も送付させていただいております。体調

その他の理由で活動を辞退されたい方が

いらっしゃれば、別の届けが必要となり 

ますので、個別にご連絡いただくか、活

動報告書にその旨ご記入ください。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪    環境環境環境環境コラムコラムコラムコラム♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪    

～～～～京都議定書京都議定書京都議定書京都議定書ってってってって？～？～？～？～    

昨年から頻繁にマスコミに登場してい

る「京都議定書」ってご存知ですか？ 

１９９７年１２月に京都で開催された

「気候変動枠組条約第３回締約国会議

（ＣＯＰ３）」で採択された、二酸化炭素

をはじめとする６種類の温室効果ガスの

排出削減義務を国ごとに定めた議定書の

ことです。 

基準年を１９９０年とし、２００８～

２０１２年の間に温室効果ガスを削減す

ることにより地球温暖化を食い止めよう

とする国際的な目標です。 

発効には、批准した先進国の二酸化炭

素排出量が基準年の５５％以上が必要で

すが、アメリカなどが離脱するなど、な

かなか発効しない状態にありましたが、

昨年１１月にロシアが批准したことで、

今年２月１６日に発効しました。 

現在の日本の状況は、基準年比で８％

増加していると言われていますから、あ

と７年余りで１４％の削減が必要となり

ます。今のところ自力での達成は困難で

あり、他の国から排出量を買い取ること

で目標を達成するしかないとも言われて

います。 

ちなみに分野別に見ていくと、石油、

化学、自動車などの産業部門では既に達

成しているところも多いようですが、私

たちの日常生活では、基準年比３０％近

くになっているそうです。 

原因は電化製品の大型化など色々ある

と思います。「世界的な話はよくわからな

い」とはいっても、家庭でできる省エネ

やリサイクルはたくさんあります。「もう

すでにやってるよ！」と言われる方もい

らっしゃると思いますが、もう一度自分

の生活を省みて、むだな電気や水を減ら

したり、車の使用を控えたり、少しでも

地球地球地球地球にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい生活生活生活生活をををを送送送送ることることることることを考えて

みませんか？ 

 

≫≫≫≫    事務局事務局事務局事務局からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    ≪≪≪≪    

 今年度から発行を開始しております本

誌ですが、会員の皆様より暖かい励まし

や貴重なご意見等様々な反響をいただき、

事務局一同大変感謝いたしております。 

来年度も美しいまちづくりを目指して、

みなさんと一緒

に頑張っていき

たいと思います。 

 この環境美化

ボランティア活

動（全国的には

「アダプトプロ

グラム」と呼ばれています。）も、

久留米市が始めた平成１４年



には１０４の自治体が導入し、約１４万

人の活動者でしたが、平成１６年には、

１９０の自治体が導入し、活動者は３３

万人と飛躍的な広がりを見せています。 

 「自分のためにごみ拾いをしている」

方、「グループのコミュニケーションの手

段として活動している」方、「地域への貢

献のために活動している」方‥‥動機は

色々あると思いますが、「自分の住んでい

るまちをきれいにしたい！」という思い

は同じだと思います。これからも「自分

にできること」を続けていただき、活動

の輪を広げていただきたいと思います。 

 

 

  

 

このニュースレターは、くるめクリーンパートナー事業や、環境美化活動に参加されて

いるみなさんの情報交換や交流の場などになることを目指しています。 

 今後のニュースレターでは、みなさんの活動状況や活動に対する思いなどを紹介してい

きたいと思います。 

 ご意見、ご要望、情報などをお寄せいただくことで、よりよい紙面づくりをしていきた

いと思いますのでご協力お願いします。 
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